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はじめに

中国初の女子学校は，西洋人による教会女学校と清末の維新派による女学校である。

１８４２～１８４３年の第一次アヘン戦争の敗北により，清朝は「中英南京条約」及び附件としての「五

口通商章程」「中米望厦条約」「中仏黄埔条約」などを，また１８５６～１８６０年の第二次アヘン戦争に「天

津条約」「北京条約」を締結させられた。これらの条約によって，欧米諸国による中国での通商や

布教を許した。たとえば１８４３年の「虎門条約」の中に「イギリス人は家族を連れ広州，福州，厦門，

寧波，上海などの地に居住できる」と規定され，１８４４年の「中米望厦条約」では「米人は通商都市

で教堂，病院，学校を設けることができる。」と，一連の特権を与えた条約が結ばれた。

その中には，宣教師による中国国内での布教活動と学校創設の特権も含まれていた。統計による

と，アヘン戦争後の３０年間における在華宣教師の人数は毎年増加し続けた。すなわち，１８４５年には

３１人であったが，１８４８年には６７人，１８５５年７５人，１８５８年８１人，１８６４年には倍以上の１８９人，１８７４年

になると何と４３６人に上った。これらの宣教師の中には女性が多数含まれていた。欧米の女性解放

運動はすでにフランスの１７８９年８月２６日「人および市民の権利の宣言」（DécLaraTion Des DroiTs De

L’Homme Et Du Citoyen）」（人権宣言）が発せられてから始まった。当時，発表された「人権宣言」

の第一条で「人は自由，かつ権利において平等なものとして生まれ，生存する」と定め，すべての

人間の自由，平等を宣言した。だが，男性の権利宣言にすぎず，女性と女性市民の権利は排除され

ていた。これを最初に批判し，「女性および女性市民の権利宣言」を書いたのが，詩人，劇作家で

あるオランプ・ドゥ・グージュであった。彼女は人権宣言の権利主体を女性と女性市民に変更する

形で構成し，王妃マリー・アントワネットへの請願として書き，国民議会への一私案として発表し

た。この宣言は女性の権利の要求は，教育，経済，政治的諸権利など広範囲にわたって展開され，

女性の司法上の権利も，のちの１７９２年の法律で部分的に実現した。欧米の女性達はこの「女性宣言」

の影響を受け，女性の解放運動を行ない，女性の地位，権利が著しく変化した。また，２０世紀に入っ

て女性の権利の確立までに法律の改正が何度も起こり徐々に改善された。それらの女性たちは宣教

師として，中国の社会に入った。

当時，中国にやって来た西洋の女性宣教師は，主に五口商埠（「南京条約」で開港を迫られた五
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つの港，広州・福州・アモイ・寧波・上海）と香港の地にいた。彼女達は宣教しながら，教堂に附

属する女子学堂も開いた。

１．教会女学の勃興

最も早く創建された女子学堂は１８２５年，イギリス女性Miss Grantによりシンガポールに開かれた

女子学塾であったが，中国においては，１９世紀３０年代，アメリカ宣教師 Elizah Bridgmanにより広

東で創られた女子学塾であった。１８４４年，イギリスの「東方女子教育協進社」の社員でもあった宣

教師のアルダーシイ（Miss Aldersey）により寧波に開かれた女子学塾であった。その後，教会学校

が続々出て来た。１８４７年から１８６０年にかけ，１２ヵ所の教会学校ができた（注１）。中には，アメリカ人

により，上海で創設した「裨文女塾」（１８５０年）と「文紀女塾」（１８５１年），天津の「淑貞女子学校」

（１８５３年），福州の「育英女書院」（１８５９年）などの教会女学校が有名であった（注２）。こうして，中

国初の女学校が欧米人によって創立されたのである。封建的な中国の社会において，女子教育に大

きな変化が起こった。

初期の教会女子校の発展は非常に困難なものであった。２０００年余りにわたって来た閉鎖的な女子

教育，特に「女子は才がなければ徳を持たなければならない」という伝統的な考え方は社会に浸透

している。古来，儒学の教育思想は道徳教育と人格教育を重んじ，孔子の儒学，孟子の仁学などが

教育主旨となっていたが，それは科学的，宗教的な教育を受け入れ難い。最初の教会女学校は授業

料から食事代まで全て免除となっていたが，入学の女性数は極めて少なかった。たとえば，１８５０年

に創設された広州の女子学校の生徒は数名しかいなかった。一番人数の多いMiss Aldersey’s女塾

は，１８４５年に１５人，１８５２年にようやく４０人の頂点に達した。１８５１年に聖公会の Zemma G. J oneseは

上海で女子寄宿学校を創設したが，最初は８名の学生しかいなかった。これについて彼女は，聖公

会への報告（The Domestic And Foreign Missionary Society For The Protestant Episcopal Church In The

United States Of America）の中で，「学生の募集は極めて難しい。女性たちは伝統的な中国の考え方

に束縛されているから」と書いている。１８５５年にやっと４０名の女子学生を集めた。この教会学校の

教育内容は表１のようである。

表１から，この教会女学校は宣教のほか，主な授業は家事，女紅（手仕事）と上海方言での読書

になっていることが分かる。聖公会宣教師の記録の中に，キリスト教典の説明も上海方言で授業を

行ったことが見える。そのため授業担当の教員は先ず上海方言を理解し，話せることが求められた。

上海語がうまくできない教員は，よく学生に笑われたり，また授業の内容を学生に伝えることがう

まくできないため，学校の経営は大変であった（Cathrine E. Jonese’s letter to Board, Shanghai, 5 April

1856）。１８６３年，Zemma G. Joneseは学校経営の過労と痘瘡の感染で亡くなった。あとを続ける女性

教師がいないため，聖公会は学校を閉鎖してしまった。

この聖公会の女子寄宿学校のほか，聖マリア書院も注目された女子学校の１つである。１８８１年，

聖公会は上海にある裨文女学と文紀女学を合併して聖マリア書院をつくった。女子の学生人数が少
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なかったため，１８８３年，St. Mary’s Orpanageという女の乳児と女幼児を収容する機構を創設した。

これらの幼児を育て，後に女子生徒として書院に入れる。この方法によってある程度の女子生徒の

人数を確保することができた。書院の授業科目は中国の儒学教典・四書五経，また生徒に世界を伝

えるため地理・歴史などの授業を取り入れた。そのほか算術，聖経，キリスト教，三字経，体育，

さらに伝教師が編纂した『科学入門』も勉強させた。言語では英語，中国標準語，上海方言となっ

ている。また刺繍や裁縫，編物，織物などの内容となっている。手芸も入っている。これらの授業

内容からみると，聖マリア書院は中国の伝統文化を重視しながら西洋文化，或いはアメリカ女性の

女性意識，自主性観念と調和させた教育を行ったことが窺える。明らかに従来の「女子は才なくと

も徳あればよし」という伝統観念を否定し，「才」の重要さを教え，女子の存在，自主の権利を教

えた。特に倫理上において，男性の従属物ではないことを認識させようとしたことは，１９世紀末頃

における中国女性の解放，知的な女性人才の養成に大きな役割を果した，とは言える（注３）。

教会学堂は，第二次アヘン戦争における清朝政府の敗北，つまり「北京条約」と「天津条約」の

締結後一層増大し，宣教師の布教活動はさらに強まった。教会学堂は中国の沿海地域だけでなく内

陸部でも設立され，統計によると，１８６０年から１８７５年までに，教会学堂の総数は約８０ヵ所に達して

おり，生徒の人数は２万に上るようになった。この時期における教会学堂は，主に小学堂が中心に

なっているが，中学堂も幾つか現れ，女子学堂の数も増加している（注４）。これらの教会女子学堂が，

中国近代女子教育に新風を吹き込み，西洋文化が中国の伝統文化に大きな影響を与えることになっ

た。しかし教会教育は，西洋列強の軍事的侵入や西洋帝国主義諸国の政治・経済政策と密接に関わっ

ていただけに，文化侵略の象徴とも見なされ，洋教に反対し洋学堂に抵抗することが反侵略闘争と

しての意味を持ったのである。当時，改革派は次のように言っている。

「教育を他人にまかせることは，古来の賢人に申し訳ないだけでなく，中国の恥でもある」（注５）。

『中国キリスト教会史』によれば，１８７６年，キリスト教による女子学校は８２ヵ所，学生数１，３０４人，

寄宿女子学校は３９ヵ所，学生数７９４人となっている。また，天主教が江南地域２１３ヵ所の女子学校を

設け，学生数は２，７９１人に達した（注６）。教会女学校の数は著しく増加した。教会女学校創立の目的に

表１ 教会寄宿学校の時間割表

時 間 教 育 内 容

午 前

６：００～７：００ 朗読：上海方言で「四福音書」を読む
７：００～８：３０ 朝食・宿舎の掃除
８：３０～８：５０ 祈祷
９：００～１２：００ 写経及び上海方言で朗読

正 午 １２：００～ 食事

午 後

１３：００～１４：００ 刺繍
１４：００～１６：３０ 裁縫
１７：００～ 夕食・課外活動

晩祈祷

出典 THE SPIRIT OF MISSIONS，２１ p．８５～８９ １８５６年
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ついて上海・聖マリア女学校の校長 Starrは，１８９５年の報告文章の中で次のように述べている。「本

学の目的は堪能な女性をキリスト信者として養成しようとしている」（注７）。また，女学校の設立主旨

は伝教の目的に従わなければならない。「教会学校は教会の伝教のため，宣教師を育成することを

方針とし，中国人の宣教師をつくり，中国の未来の指導者とさせ，これからの中国に西洋の影響を

与えるべし」と，当時のアメリカ宣教師で上海聖約翰大学の校長，Francis Lister Hawlspottは１８９０

年に宣言した（注８）。宗教の主旨に従う教会女学校の授業は，当然のことながら宗教科目を重視して

いる。例えばキリスト教女校『聖経』を始め，『真理回答』・『猷太地理史』・『二約叢書』などは重

点授業とし，その他に『三字経』・『四字経』なども必修科目になっている。樂歌，手工，裁縫の３

科目も重視している。また，日曜日の礼拝会，祈祷会，勉励会などに学生全員が参加しなければな

らない。さもないと，厳しく処罰される。ある教会学校は女子生徒に対し，「結婚の相手はキリス

ト教徒でなければならない」と規定した（注９）。

教会による女子学校は，言語，手芸，聖教などの科目のほかに，女子医学院も創った。１８７９年，

広東にアメリカ長老教会が創った博済医院の医療班には２名の神学院の女学生が学んだが，それが

女子医学院創立の嚆矢である。また，教会から金雅妹，石美玉，何金英などをアメリカの医科大学

に留学させた（注１０）。

以上のように，欧米の女性解放理念は，意図的に，あるいは無作為に教会を通じて中国社会に導

入され，神の名のもとに平等というキリスト教の教義を持ち込んだ。これは二千年にわたってきた

「三従四徳」，三従とは，嫁に行く前は父に従い，嫁げば夫に従い，夫がなくなれば息子に従うこ

と，また四徳とは，女徳，女容，女言，女功をいい，キリスト教義はこれら旧来の倫理道徳に大き

な衝撃を与え，中国女性の解放という問題に関して中国社会に大きな影響を及ぼしていった。当時，

多くの中国女性が現実の苦しみから逃れるためキリスト教会に入り，周囲の女性を入会するよう勧

誘したりした。一方では，教会女学校の発展とともに，中国社会に女子学堂の創立，女子教育の発

展を促進したのである。当時，女子教会学校の数が増えるだけでなく，専門的な学校，医学科も女

性を受け入れることができた。これらの学校の成立は中国では「男女授受不親」，いわゆる男女の

接触は厳しく禁じなければいけないという伝統的思想に対する大胆な挑戦でもあり，古来の女子教

育に大きな衝撃にもなっている。一方，纏足に反対するため，英国人のリトル夫人が上海で「天足

会」を組織し，自ら会長となった。また，アメリカの伝教師ヤンダ・ジョン・アレンは，『万国公

報』で纏足の反対と女子の教育を提唱した。不纏足運動が繰り広げられ，各地に次々と「天足会」

が組織された。ある教会学校は不纏足を入学の条件とし，学校から衣食を提供される女子生徒は放

足（纏足をやめる）することと規定したのである（注１１）。

２．教会女学校の変遷と影響

２０世紀初頭以来，中国は大半が日本の教育を模範として教育の近代化に努めた。しかし，２１ヵ条

の要求を契機として，日本による中国への帝国主義的侵略の意図が露骨になると，排日感情が急速
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に高まり，１９１９年に五四運動が起きる。この運動は学生を中心とした広汎な反帝国主義，反封建主

義運動へと発展した。教育もこの方向へ向かって推進され，学制の改革，教育権の回収（教育権を

強制的に取り上げること），平和の願望などの声が高まった。五四運動以前，国民の教育に対する

認識は，常に国家的，尚武的なものであったが，五四運動のきっかけで，教育に対する考え方が一

変，世界平和的なものへと変わった。家族制度，門閥制度，迷信崇拝，儒教の至高権威などが啓蒙

運動の中で激しく攻撃され，古い士大夫階層の読書人に代わり，新しい市民的な知識人が生まれて

きた。彼らの共通の旗印は「民主主義と科学」であった。日本の軍国主義的教育だけではなく，中

国のそれまでの軍国民主主義的教育に対しても強い反省がなされるようになった。こうして日本の

影響力が大きく後退し，その間隙を埋めるものとして取り入れられたのがデューイの教育理論で

あった。

１９２２年，蔡元培は「教育の独立」を主張した。「教育は政治と宗教から独自に歩むべき」（注１２）。胡

適も中華教育改進社を分離した済南会議の中で「およそ初等教育には宗教教育を入れてはいけな

い」（注１３）とした。また余家菊は中華教育界で「教会学校問題」の文章を発表し，「教育権を取り上げ

る」と提唱した。そこで教育と宗教の分離，学校の経営権を回収することが全国に注目されたので

ある。１９２４年１月，全国教育連合会は以下の２点を認定した。

一つ，教育は宗教から分離することの実行案

一つ，外国人の中国国内での教育実施を取り締まる案

１９２５年２月，中華教育界は教育権の回収運動が始まることを宣言した。当時，キリスト教会の中

小学校は，中国のほぼ各省に分布していた。大学教育においても相当な数がある。特に，女子教育

に影響が大きかった。中には，男女共学を実施している学校が少なくなかった。「中国キリスト教

教育事業十年調査」によれば，大学および学生人数は表２の通りである。

表２ キリスト教系大学統計表 （単位：人）

校 名 予
科

１
年
生

２
年
生

３
年
生

４
年
生

卒
業
生

特
別
生

聴
講
生

合
計

燕京大学 ０ １４６ １０７ ６２ ４０ ９ １１ ５７ ４３２

燕京女子大学 ３８ １９ ２０ １３ ５ ３ １ ０ ９９

北京協和医学大学 ０ ２０ １８ １１ ８ ０ ０ ０ ５７

斉魯大学 ５４ ４９ １０６ ４３ ５４ １０ １３ ０ ３２９

金陵大学 １６９ １４０ ７７ ３７ ３６ ３ ３ １５ ４８０

金陵女子大学 ０ ４３ ３１ ２６ １４ ０ １７ ２ １３３

東呉大学 ３７ １２９ ４９ ５３ ６６ ２ ６ ０ ３４２

滬江大学 ７７ １６７ ７６ ４４ ３１ ０ ８ １８ ４２１

約翰大学 ０ １５３ ９３ ９９ ６４ １５ ０ １ ４２５

之江大学 ０ ７０ ２９ １２ １３ ０ ０ ０ １２４

福建協和大学 ０ １０４ ３４ １８ １８ ０ ４ ３ １８１

嶺南大学 ０ １０１ ４２ ３２ ３４ ０ ７ ９ ２２５
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近代以来，英，米，独，仏等もさまざまな学校をつくったが，中でもキリスト教会の学校が最も

多かった。

教育権回収運動により，表２に掲げた大学の一部が廃校となったり，回収されたりした。また，

女子大学の学校数と学生数も増加した。教育部「全国各大学之沿革及其年数」によれば，華南大学

は１９２７年に回収され，１９３３年に華南女子文理学院に改称，中文，外国語，教育，家政，数理，化学，

生物，音楽などの学科を設けた。１９３０年，金陵女子大学も回収され，のちに，金陵女子文理学院に

名称変更された。その前，武昌文華大学は武昌華中大学へ，１９２５年の湖濱大学，１９２７年の嶺南大学，

１９３１年斉魯大学，１９３９年燕京大学と皆，中国に回収され，教育の認可権を得て改善した大学である。

一方では，教育権回収がきっかけとなり，同時期に創立された大学も現れた。１９２９年，河北師範

学院が設置された。最初は国文と家政の２学科だけであったが，のち，英文，史地および教育，音

楽，体育などの学科が創設された。

国立大学：

中山大学 １９２６年，もとの広東大学と広東高等師範農專・法專と合併してできた

山東大学 １９２６年，もとの山東農，鉱，法，商，医の六専門学校が合併して設立

北平大学 １９２６年，もとの北大，法大，農大，工大，師大，女子師大，女子大学，芸術専門学校

などが合併

浙江大学 １９２６年，もとの校名は第三中山大学。浙江省の工，農専攻学校はその大学の附属学科，

後に浙江大学と名付けた

四川大学 １９３１年，もとの成都師範大学と成都大学が合併して設立

省立大学：

東北交通大学 １９３７年，もとの交通部唐山大学錦県分校

河南大学 １９３７年，もとの中州大学と農法両専門学校の合併

安徽大学 １９３７年，１９３８年２月学生を募集，翌年１月に安徽大学と名付け開学

広西大学 １９３８年，１９３７年当省府が設け，３８年閉校

吉林大学 １９３９年，もとの公立法專から大学に改善

私立大学：

大夏大学 １９２４年，もとの厦門大学の学生および教授の欧之懐らが創設

光華大学 １９２５年，湖濱大学と合併して創立

雅礼大学 ６４ ７２ ２０ １０ １０ ０ ０ ０ １７６

華中大学 ０ ３６ ２２ １７ １７ ４ １ ３ １００

華西大学 １２８ ５４ １８ ２２ １２ ０ ２４ ０ ２５８

華南大学 ６ １９ １９ １９ ９ ０ ０ ３ ７５

湖濱大学 ０ ０ ５ ９ ３ ５ ０ ０ ２２

路得大学 ０ ０ １６ ０ ０ ２ ０ ０ １８

合 計 ５７３ １，３２２ ７８２ ５２７ ４３４ ５３ ９５ １１１ ３，８９７
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広東国民大学 １９２５年，もとは私立大学部であった。広東国民政策の認定を得て創建

輔仁大学 １９２５年，もとの輔仁社会学校

広州大学 １９２７年，呉在民らにより創立した私立大学（注１４）

これらの大学は教育回収時期にできた。いずれも男女共学となっており，国立大学，省立，私立

が５つずつになっている。大学の増加は女子に多くの大学教育を受ける機会を与えたのである。こ

の大学男女共学については，中国では「男女７歳にして席を同じうせず」という儒学の伝統的な既

成概念が社会に浸透していた。民国の教育総長，蔡元培のときに初等小学校における男女共学が定

められた。故に，小学校の男女共学は，すでに１９１２年から「初等小学校は男女共学ができる」とい

う指示に基づいて始まった（注１５）。１９１５年の『国民学校令施行細則』には「国民学校の女子生徒の人

数は，多ければ男女別のクラスをつくること。ただし第１学年と第２学年は共学でよい」と規定し

ている。『高等小学校施行細則』には「高等小学校のクラスは，男女別々にすること」。即ち，国民

学校の３年生以上は男女同クラスはできないが，以下の学年の共学はできるということになってい

る。この男女共学ができたのは北京や，上海，広東，湖南，江蘇など極く少数の地方や少数の学校

に限られていたわけではなかった。このことは社会の進歩が往々にして政府より一歩先んじている

ことを示していよう。ただし小学校から大学に至るまで，あらゆる全国各級，各種の学校が一斉に

男女の限界を打破したのは，それより後１９２７年，国民革命軍の成功以後のことであった。大学の男

女共学は，１９１８年，女子学生数人が北京大学に聴講を申し出たことがきっかけとなり，男女共学是

か非かで論争が始まった。

さらに１９１９年５月１９日，甘粛省の�春蘭という女性が北京大学校長蔡元培に１通の手紙を出し，

国立大学を女性に開放するよう求めた。７月，�春蘭は全国の女子学生に大学開放の運動を呼びか

け，社会に大きな反応を引き起こした。胡適らがそれを熱心に応援し，同年１０月の第５回全国教育

会連合会もその方向を推し進めたのである。１９１９年の末頃，先ず北京高等法文専修館が女子学生の

受け入れを認め，北京大学も女子の入学を容認した。そして北京大学は先ず，女子聴講生からスター

トした。初めは９名の女子学生が入った。うち６名は哲学科，１名が国文科，２名が英文科であっ

た。北京大学が国立大学として男女共学を実行したことに対し，中央教育部は「国立大学は女子聴

講生を受け入れることを慎重に考えなければならない。」と指示した（注１６）。しかし蔡元培らの活動は

停止せず，１９２０年秋，北京大学は南京高等師範学校と連合し，正式に女子学生の募集を始めた。同

年１０月，広東省の広東高等師範学校も男女共学を導入した。そこから多くの私立学校や教会学校も

解禁したのである。代表的な学校は，北京協和医学校，天津の南開大学，福建の厦門大学などであっ

た。

１９２２年には国立大学，高専の１１校，公立４校，私立１６校が正式に女性の受け入れをはじめた。第

１回目に募集した女子学生の人数を見てみると，北京大学１１名のほか，最も多いのが東南大学４４名，

次が南開大学２３名と続き，北京師範大学１６名，中法大学１４名，厦門大学４名となっている（注１７）。１９２３

年に入ると，大学と専門学校の女子学生数は，合計８８７名にのぼった。学生総人数３４，８８０名の２．５％

を占めている。内訳は，国立大学在籍数が４０５名，省立学校が７名，私立学校１２５名，教会および外
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国人が創立した学校が３５０名となっている。ほかは師範学校が最も多く２８４名，工業専門学校８名，

商業専門学校３名，医学専門学校１７名，法政専門学校１３名，その他１３１名である。ここから見れば，

大学を目指すほか，専門知識を学ぼうとする女性が増えたことが分かる。男性の「附属品」として

存在していた女性が自ら自立し，男性社会に踏み出したのである。

１９３１年の女子大生の在籍大学および人数は表３の通りである。

表３ 全国１９３１年男女大学生の統計表

在 校 生

校 名 男子（人） 女子（人） 合計（人）

国

立

大

学

中央大学 １，８７３ ２７３ ２，１４６

北平大学 １，６０４ ５４８ ２，１５２

中山大学 １，２５１ １２８ １，３７９

武漢大学 ５３９ ３２ ５７１

精華大学 ６１０ ５４ ６６４

北平大学師範大学 ７９３ ４９５ １，２８８

浙江大学 ５７４ ４０ ６１４

北京大学 ９１０ ３１ ９４１

南大学 ６６６ ６５ ７３１

同済大学 ２５２ ２９ ２８１

交通大学 ６８８ ２２ ７１０

四川大学 １，３３７ ９９ １，４３６

山東大学 ２４２ １８ ２６０

合 計 １１，３３９ １，８３４ １３，１７３

省

立

大

学

東北大学 １，８１９ ９１ １，９１０

広西大学 ３６ － ３６

東陸大学 ８５ １１ ９６

河南大学 ４５３ ３１ ４８４

安徽大学 ３９８ ３３ ４３１

山西大学 ７７７ ６ ７８３

湖南大学 ３１１ ２６ ３３７

東呉大学 ２１４ － ２１４

吉林大学 １６０ ７ １６７

合 計 ４，２５３ ２０５ ４，４５８

私

立

大

学

燕京大学 ３９１ １５８ ５４９

嶺南大学 ２１４ ７０ ２８４

中法大学 １７２ ３０ ２０２

金陵大学 ５０５ ３２ ５３７

輔仁大学 ５４８ － ５４８

武昌中華大学 ４０７ ５１ ４５８

斉魯大学 ２５４ ７１ ３２５
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表４の１９３３年の民国教育部高等教育司の統計から分析してみると，国立大学の在籍数は合計で

１３，１７３名，うち男子が１１，３３９名，女子が１，８３４名で，１３．９２％しか占めていなかった。省立大学の在

籍数は合計で４，４５８名，うち女子生が２０５名で僅か４．６０％しか占めていなかった。私立大学の在籍数

私

立

大

学

震旦大学 １９９ － １９９

南開大学 ３８３ ７２ ４５５

滬江大学 ３７７ １６８ ５４５

光華大学 ３６２ ９２ ４５４

広東国民大学 ６８１ ５８ ７３９

広州大学 ４２６ ３２ ４５８

厦門大学 ４０２ ３３ ４３５

東呉大学 ３５８ ４３ ４０１

復旦大学 １，０９４ １２１ １，２１５

武昌華中大学 ５８ １６ ７４

大厦大学 １，００５ １５５ １，１６０

大同大学 １５３ ７４ ２２７

合 計 ８，１８９ １，２７６ ９，２６５

総 計 ２３，７８１ ３，３１５ ２７，０９６

表４ １９３３年全国大学・専科等教育統計表

教 員 数 学 生 数

学校類別
男子
（人）

女子
（人）

合計
（人）

女子率
（％）

男子
（人）

女子
（人）

合計
（人）

女子率
（％）

国

立

大学 ２，４７７ １２２ ２，５９９ ４．６９ １１，３３９ １，８３４ １３，１７３ １３．９２

単科
大学

６９ ２ ７１ ２．８１ ６８０ １１ ６９１ １．５９

専科 ３３ ８ ４１ １９．５１ ５８ １４ ７２ １９．４４

合計 ２，５７９ １３２ ２，７１１ ４．８７ １２，０７７ １，８５９ １３，９３６ １３．３３

省

立

大学 ５４９ １４ ５６３ ２．４９ ４，２５３ ２０５ ４，４５８ ４．６０

単科
大学

２９８ ９ ３０７ ２．９８ １，３８４ ２８０ １，６６４ １６．８３

専科 ３７１ １ ３７２ ０．２７ １，０８４ ３７ １，１２１ ３．３０

合計 １，２１８ ２４ １，２４２ １．９３ ６，７２１ ５２２ ７，２４３ ７．２０

公
立 専科 ９５ ３ ９８ ３．０６ ８１４ ３ ８１７ ０．３７

私

立

大学 １，３８２ １２６ １，５０８ ８．３７ ８，１８９ １，２７６ ９，４６５ １３．４８

単科
大学

１，０３６ ９７ １，１３３ ８．５６ ８，９３６ １，１０５ １０，０４１ １１．００

専科 ３３４ ２５ ３５９ ６．９６ ２，２５０ ５０５ ２，７５５ １８．３３

合計 ２，７５２ ２４８ ３，０００ ８．２７ １９，３７５ ２，８８６ ２２，２６１ １２．９６

全国 ６，６４４ ４０７ ７，０５１ ５．７７ ３８，９８７ ５，２７０ ４４，２５７ １１．９０
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は合計で９，４６５名，うち女子生が１，２７６名で，１３．４８％を占めている。以上の数字を見てみれば，在

籍女子大生の人数は，国立大学のほうが高かったことがわかる。その原因は，先ず国立大学の先頭

にたって男女共学を実施したためでもあり，教育部が積極的に勧誘したことにも関係がある。たと

えば北京女子高等師範学校を見てみると，入学の資格は体力健全で，品徳端正，１８～２２歳の女子，

女子師範学校あるいは中学校を卒業した者，未婚者となっており，第七条の待遇が注目すべきもの

で，「学費，食費，寮費などは全免。書籍代，制服代及び他の支出だけは本人が負担する」と定め

ている（注１８）。

省立学校に対しては，１９２４年，教育部が山東省教育庁，吉林省教育庁，甘粛省教育庁，直隷教育

庁および湖北省，江西省，浙江省などの諸省については「学校の費用については省により提供する

こと」とした。その費用は「師範本科の場合，経常費用少なくとも３５，０００元」（注１９）。

大学のほかに，学院と専科がある。学院は単科大学を指している。専科は分野別による専門学校

である。表３の通り，国立の在校女子学生は１４名，省立は３７名，公立は３名，私立の場合はやや高

く５０５名，これが１９３３年の状態であった。やはり伝統的な考え方である「男は外，女は内」の影響

と，経済的な原因などによって女子専門学校はあまり大きな発展をみなかった。とにかく，民国３０

年代までの，専門学校から大学の女子教育の発展は以下のように位置付けられよう。

一つ，専門分野は主に師範類，家政類，医学類など数科目に分類されている。

一つ，地理的，北京，直隷，山西，江蘇，湖北，湖南，広東，福建などのほかは，内地や辺境地

は極めて少なかった（注２０）。

また，１９３３年全国大学・専科等教育統計表の教員数を見てみると，計７，０５１名いるが，女性教員

は４０７名で僅か５．７７％しか占めていなかった。女子教員が極めて不足であることを窺わせる。

１９３２年１１月，教育部は「小学法」を発布，翌年３月「小学規則」も頒布した。「小学法」はそれ

までの小学の学制を整備するためにつくられたものである。その教育方針を見ると，児童の心身を

発展させ，国民の道徳基礎および生活に必要となる基本知識技能を養成する。６年２学制は変わっ

ていないが，前４年は初級小学，後２年は高級小学とする。また地方の市，県，区，郷，鎮によっ

て，これを設立する経費は，小学は学費を収めない（無月謝），しかし地方の状況によって酌量徴

収できる。公立小学の場合は，毎人毎学期，初級で多くても１円を超えることができず，高級で多

くても２円を超えることができない。私立小学校は初級で上限は３円まで，高級でも６円を超える

ことができない。学生の学費納入の力がない者は，小学校長が事情を酌量し，学費の一部あるいは

全部を免除する。これによって，どの児童も入学できるようになっており，小学教育，いわゆる義

務教育の普及には重大な意義を持つものである。

終わりに

教会女子学堂の設置は，西洋文化が中国の伝統文化に大きな影響を与え，中国近代女子教育の発

展に役に立ったことを窺わせる。
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しかし，中国の学制はアメリカと日本の学制に基づいて確立されたが，教育の理念はやはり中華

思想を本位として，アメリカの実用主義思想と日本の国家主義思想などを適宜取り入れて形成し

た。いわゆる「中体西用論」がその教育の精髄である。

五四運動においては，思想，文化の変革を中心とし，厳しく儒学を批判，「民主」と「科学」を

唱えた。同時に，中国女性の姿が従来の歴史記述から脱落しているので女性の生き方や意識，社会

的役割や地位などを明らかにしようとした。女性が社会や自分自身と格闘し，新しい社会への使命

感溢れる姿で生まれ変わり，歴史の全体像を再構築しようと努力してきたのである。
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